
 資料 １ 
日本における大学教育の質保証に関連する各種の制度や取組み事例等 
（赤字は専門職業資格との関係が比較的深いもの。青字はそれ以外のもの） 

 
新しい学位を授与する場合：文部科学大臣による学部・学科の設置認可 

（大学設置・学校法人審議会による審査） 
 

 国の制度的関与がある（強い） 国の制度的関与がない（弱い） 

学校教育法による義務付け 
 

自己点検評価 

認証評価 
 
※ 文部科学大臣の認証を受けた評価機関

が、文部科学大臣の認証を受けた評価基準

により実施。 

何
ら
か
の
手
法
で
の
「
評
価
」
を
通
じ
て
行
う
質
保
証 

accreditation, evaluation, review
, audit, etc. 

  

機 

関 

評 

価 

専門職大学院 
の認証評価 
 
・法科大学院 
・経営大学院 
・会計大学院 
・助産大学院 

 

○国際的な技術者教育の相互承認枠組みに基づ

く教育課程の accreditation 
・JABEE（日本技術者教育認定機構）による

技術者の学士課程教育プログラムの認定 
・現在制度構築が進行中のもの 
 ・建築教育分野 
 ・情報技術教育分野 

 
 

文部科学省関係 その他

専門職業関連分野の教育に関する 
コア・カリキュラム等 

そ

の

他 
 

「
コ
ア
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
の
策
定
等 

 
・「医学教育モデル・コア・カリキュラム」 
（H13、H19）  

・「歯学教育モデル・コア・カリキュラム」 
（H13、H19）  

・「薬学教育モデル・コアカリキュラム」 
（H14・15）  

・「獣医学教育モデル・コア・カリキュラム 
に関する調査研究」（平成 21 年度先導的 
大学改革推進委託事業）  

・「看護系大学におけるモデル･コア･カリキュラム
導入に関する調査研究」（同上） 

 

 

各種学協会等の自主的

な活動 
 
例）「獣医学教育標準カリキ

ュラム」（H16、全国大学

獣医学関係代表者協議会）

等 
 
 

「
養
成
施
設
」

等
の
指
定 

国家試験の所管官庁による指定 
 
例）文部科学大臣・厚生労働大臣による管理栄養士養成施設の指定 

等 

 

 

そ
の
他 

 各種学協会等の自主的な活動 
例）・工学教育プログラム連携推進委員会 
  ・日本経済学教育協会（経済学検定試験）等 

 

○財団法人大学基準協会の分科教育基準
・「工学教育に関する基準」（H12） 
・「獣医学に関する大学院基準」（H14） 
・「21 世紀の看護学教育」（H14） 
・「保健学系教育に関する基準」（H14） 
・「農学教育に関する基準」（H16） 
・「医学教育に関する基準」（H16） 
・「経済学教育に関する基準」（H16） 
・「情報学系教育に関する基準」（H17) 

※ 現在これらの基準は認証評価の際に用いられない。

 
国立大学法人評価 

 

「
教
員
養
成
に
関
す
る
モ
デ
ル
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
作
成
に

関
す
る
調
査
研
究
」
（
平
成
二
一
年
度
先
導
的
大
学
改
革

推
進
委
託
事
業
） 

※ 

教
員
養
成
教
育
の
的
確
判
定
の
試
験
的
実
施
を
含
む
。 

観
光
庁 

観
光
関
係
人
材
育
成
の
た
め
の
産

学
官
連
携
会
議 

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
ワ
ー
キ
ン

グ
グ
ル
ー
プ
（
平
成
二
○
年
～
）

｢

コ
ア
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム(

文
学
分
野)

の
研
究
・
開
発
報
告
書｣

（
平
成
九

～
一
一
年
度
文
科
省
委
嘱
事
業
）


